
 
政
令
第
百
八
十
二
号

 

警
察
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

 

る
。

 

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

別
表
第
一
の
第
一
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ウ　

サ
イ
バ
ー
事
案
（
法
第
五
条
第
四
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
事
案
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

 

じ
。
）
に
関
す
る
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
第
三
中
「
警
務
部
の
所
掌
事
務
」
の
下
に
「
（
サ
イ
バ
ー
事
案
に
関
す
る
警
察
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」 

を
、
「
総
務
部
」
の
下
に
「
、
サ
イ
バ
ー
事
案
に
関
す
る
警
察
に
関
す
る
こ
と
を
所
掌
す
る
サ
イ
バ
ー
警
察
部
」
を
加
え
る
。

 

附　

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



 

理　

由

　

警
察
事
務
の
実
情
に
鑑
み
、
警
視
庁
及
び
道
府
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
の
基
準
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


